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事故種類 火災 

発生日時 平成２２年８月１７日 ２１時４０分ごろ発見 

発生場所 北海道松前町江良
え ら

漁港の北西方５km付近 

（概位 北緯４１°３０.８′ 東経１３９°５６.６′） 

事故調査の経過  平成２２年８月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

漁船 福
ふく

丸、９.８９トン 

 ＨＫ２－１６３３６（漁船登録番号）、個人所有 

 １３.９８ｍ（Lr）×３.１０ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和５２年４月２６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６９歳  

 旧一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 昭和５０年７月１８日 

  交付年月日 平成７年２月１０日 

        （平成１２年２月９日をもって失効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損（沈没） 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、江良漁港北西方沖において漂泊して操業

中、平成２２年８月１７日２１時４０分ごろ、船長が、船員室の換気扇から

黒煙が出ていたことから、確認のため船員室に赴いたところ、船尾端の引き

戸状の出入口から炎が噴出していた。 

 

 船長は、密閉消火を試みようとしたが、熱により引き戸を閉めることがで

きなかったために消火をあきらめ、漁業無線で僚船に救助を求め、来援した

僚船に移乗して帰港した。 

 本船は、所属漁業協同組合から通報を受けた海上保安部の巡視船によって

消火活動が行われて鎮火したが、船体をほとんど焼失して水船状態となり、

翌１８日０４時５４分ごろ、火災発生場所付近で沈没した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

 海象：波向 西、波高 約１ｍ 

 その他の事項  主機は、推進器用クラッチを脱状態とし、集魚灯兼甲板機器用及び船内

電源用発電機２台と接続して運転されていた。 

 本船は、船首側に操舵室が、船尾側に船員室が設置されており、船員室

内には下層の機関室に通じる出入口が設けられ、同出入口が換気のために

開放されていた。また、船員室に換気扇が、機関室の天井に換気用ファン

が取り付けられていた。 
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  船員室内には、床上に据付台を設け、集魚灯用安定器計１７台が装備さ

れていた。 

 本船は、平成１５年に集魚灯用安定器が発火して焼損したため、同安定

器及び入力側配線を新替えし、出力側配線の切り詰め修理等が施されてい

た。 

 本船は、進水以来、電機機器の絶縁抵抗測定が行われておらず、また、

集魚灯用安定器の日常点検も行われていなかった。 

 船員室には、火器を使用した調理器具等は備え付けられていなかった。 

 船長は、平素から喫煙していなかった。  

 消火器は、船員室内に備え付けられていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

なし 

 本船は、江良漁港北西方沖で操業中、船員室又

は機関室から出火して延焼したものと考えられ、

船員室の集魚灯用安定器から発火した可能性があ

ると考えられるが、出火した状況を明らかにする

ことはできなかった。 

 船長は、電機機器の絶縁抵抗測定や集魚灯用安

定器の点検を定期的に行っておくべきである。 

原因  本事故は、夜間、本船が、江良漁港北西方沖で操業中、船員室又は機関室

から出火したことにより発生したものと考えられる。 

 




